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大阪府議会情報公開条例一部改正の件 
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資料１１ 



議員提出第８号議案 

 

 

大阪府議会情報公開条例一部改正の件 

 

大阪府議会情報公開条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大 阪 府 条 例 第    号  

大 阪 府 議 会 情 報 公 開 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
 大 阪 府 議 会 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 大 阪 府 条 例 第 百 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の  

よ う に 改 正 す る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示  

す よ う に 改 正 す る
。  

附  則  

 こ の 条 例 は
、

令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る
。

改 正 後  改 正 前 

  
（ 公 益 上 の 理 由 に よ る 公 開 ） 

第 十 一 条 （ 略） 

２  （ 略） 

３  議 長 は
、

前 項 の 規 定 に よ り 公 文 書 を 公 開 し よ  

う と す る 場 合 に は
、

大 阪 府 議 会 の 保 有 す る 個 人

情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 大 阪 府 条 例

第 八 十 一 号 ） の 趣 旨 を 勘 案 し
、

個 人 の 権 利 利 益

が 適 正 に 保 護 さ れ る よ う 特 段 の 配 慮 を し な け れ

ば な ら な い
。  

（ 公 益 上 の 理 由 に よ る 公 開 ） 

第 十 一 条 （ 略） 

２  （ 略） 

３  議 長 は
、

前 項 の 規 定 に よ り 公 文 書 を 公 開 し よ  

う と す る 場 合 に は
、

大 阪 府 個 人 情 報 保 護 条 例

（ 平 成 八 年 大 阪 府 条 例 第 二 号 ） の 趣 旨 を 勘 案

し
、

個 人 の 権 利 利 益 が 適 正 に 保 護 さ れ る よ う 特

段 の 配 慮 を し な け れ ば な ら な い
。  

  



提 案 理 由 

 

「大阪府議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和４年大阪府

条例第81号）」の制定に伴い、規定の整備を行うものである。 

 

 


